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令 和 元 年 度

名 取 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 １ ０ 号 ）

名 取 市



　　　　　　

　 （ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ３ 条　 地 方 債 の 追 加 は 、 「 第 ３ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。 

令 和 元 年 度 名 取 市 一 般 会 計 補 正 予 算

（ 第 １ ０ 号 ）

　  令 和 元 年 度 名 取 市 の 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ ０ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

　 （ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条　 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ １ １ １ ， ０ ０ ８ 千 円 を 減 額 し 、 

第 ２ 条　 繰 越 明 許 費 の 変 更 は 、 「 第 ２ 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。 

　 （ 地 方 債 の 補 正 ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名 取 市 長　　 　山　田　 司　郎
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　 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ ４ ２ ， ２ ２ ３ ， ５ ６ ３  千 円 と す る 。

２　 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後

　 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 専 決



9 地方特例交付金 245,484 8,697 254,181

2
子ども・子育て支援臨時
交付金

109,000 8,697 117,697

10 地方交付税 5,028,713 △999,923 4,028,790

1 地方交付税 5,028,713 △999,923 4,028,790

14 国庫支出金 5,996,222 7,757 6,003,979

2 国庫補助金 2,479,930 7,757 2,487,687

17 寄附金 1,528,290 △292,234 1,236,056

1 寄附金 1,528,290 △292,234 1,236,056

18 繰入金 8,723,654 695,195 9,418,849

2 基金繰入金 8,227,069 695,195 8,922,264

21 市債 2,721,000 469,500 3,190,500

1 市債 2,721,000 469,500 3,190,500

42,334,571 △111,008 42,223,563歳　　入　　合　　計
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第１表　　歳入歳出予算補正

歳　　入

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円



2 総務費 5,066,665 △144,765 4,921,900

1 総務管理費 4,432,621 △144,765 4,287,856

4 衛生費 3,039,404 260,452 3,299,856

2 清掃費 1,789,127 260,452 2,049,579

7 商工費 1,351,237 △189,713 1,161,524

1 商工費 1,351,237 △189,713 1,161,524

8 土木費 9,521,094 0 9,521,094

2 道路橋梁費 1,423,570 0 1,423,570

5 公園費 203,200 0 203,200

11 災害復旧費 2,407,860 △36,982 2,370,878

2
農林水産施設災害復旧
費

420,914 △36,982 383,932

42,334,571 △111,008 42,223,563
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歳　　出

款 計

 千円

項 補正前の額

 千円

補　正　額

 千円

歳　　出　　合　　計



（変　更）

第4款 第2項

 衛生費  清掃費

（追　加） （単位：千円）

限　度　額 起債の方法

補 正 前

第  ３  表　　　地　　方　　債　　補　　正

第  ２  表　 繰  越  明  許  費  補  正

起　債　の　目　的

（単位：千円）

款 項
金　　額

補 正 後

1,030,387

事　　　業　　　名

災 害 廃 棄 物 処 理 事 業

証 書 借 入
又 は

証 券 発 行

利　　率 償　還　の　方　法

災 害 廃 棄 物 処 理 事 業 469,500

年5.0％以内（ただし、
利率見直し方式で借
り入れる政府資金及
び地方公共団体金融
機構資金について、
利率の見直しを行っ
た後においては、当
該見直し後の利率）

借入先の融通条件に
よる。
なお、市財政の都合
により据置期間及び
償還期限を短縮し、も
しくは繰上償還又は
低利に借り換えするこ
とができる。

761,597
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